
松江市では燃料費や物価の高騰に対応して、市民生活における負担を軽減するため
市内全戸（一般家庭）を対象とした生活支援策を実施します。

国際文化観光都市

島
根
県松江市

Matsue City,Shimane

松江市上下水道局給水未契約世帯へ
補助金を交付します。

松江市上下水道局お客さまセンター
（0852）55-4888：平日午前8：30～午後7：00
（松江市環境エネルギー課  （0852）55-5271：平日午前8：30～午後5：15）

申請が
必要です

松江市在住（宍道町除く）で水道給水未契約世帯の世帯主
※令和5年6月1日時点で松江市の住民基本台帳に登録がある方。
　（世帯人数も6月1日時点で松江市の住民基本台帳に登録がある方）
※同一住所地に複数の世帯がある場合で、申請方法がご不明の場合は　
　下記お問い合わせ先へお尋ねください。

お問い
合わせ

郵送の場合の送付先：〒690-0826 松江市学園南一丁目20-43 
　　　　　　　　　  松江市環境センター　環境エネルギー課
　　　ご持参の場合：松江市環境センター　環境エネルギー課
　　　　　　　　　  または各支所

松江市役所総合案内、松江市環境センター、
松江市上下水道局、各支所、各公民館
市ホームページ上に掲載「松江市　環境補助金」で検索

水道料金相当額の補助
松江市における平均的な世帯の水道料金2カ月分相当額
※世帯人数により変動(1人あたりの平均水道使用量から算出)。

申請は世帯主名で申請してください。
申請書に添付書類を添えて各受付場所に提出してください。
・松江市民生活支援緊急対策事業補助金給付申請書兼請求書

添付書類
・申請者確認書類（世帯主）
 有効期限内の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（顔写真の面
のみ）等のいずれかのコピー
・申請者名義の振込先口座の確認書類
 金融機関名、店名、口座番号、口座名義人（カナ）が確認できる通帳や
キャッシュカード等のいずれかのコピー

（※詳しくは、松江市ホームページに掲載の交付要綱・Q&Aをご確認ください）


